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新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 

ジョブ型は果たして定着するのか？ 
“高プロ”の不調が炙り出す雇用の現実 

 

ジョブ型雇用という用語が脚光を浴びている。従来、日本の主流だった人を軸に仕事を割り当てる従来のメ

ンバーシップ型雇用とは逆で、仕事に対し人を割り当てる雇用形態だ。注目を集めたきっかけは、経団連が毎

年1月に春闘の交渉指針として示している「経営労働政策特別委員会報告」で明記したこと。その背景には、

大手企業の危機感が挙げられる。スイスのビジネススクールIMD発表の「世界競争ランキング」で日本企業が

1位になったのは1989年。しかし昨年は30位、今年は34位と凋落の一途で、人材の質を高めることは喫緊の課

題なのだ。 

そして、そもそも専門性を持つ人材が不足している。デジタル化が叫ばれる昨今だがIT人材の不足は顕

著。立て直そうにも、生産年齢人口は年々減少し、数十年にわたって人材を囲い込むメンバーシップ型雇用

が不可能な状況に陥っているのだ。そこで、善は急げと大手企業が続々とジョブ型雇用を取り入れているの

だ。 

一方で気になるニュースもある。厚労省の発表した高度プロフェッショナル制度（高プロ）の導入企業数が、

今年9月末現在でわずか22社（適用労働者数は858人）だったのだ。健康確保措置の実施や過労防止策実施状況

の報告が義務付けられるなど、企業にとってはハードルが高いが、時間ではなく労働の質を評価する高プロ

は、まさにジョブ型雇用。職種が限られているとはいえ、全国で1,000人に満たないのは、企業側が本気でジ

ョブ型雇用に乗り出していない証ともいえる。 

業務内容によっては、メンバーシップ型雇用のほうが向いている場合もあるだろう。しかし、大切なのは、

トレンドに左右されず、それぞれの組織に適した手法を随時見直していくことではないだろうか。 

 

 

税務調査は「３ヵ月以内」69％ 
調査内容は「帳簿・証憑」78％ 

 

東京税理士会がまとめた税務調査に関する調査結果（有効回答数378会員）によると、対象期間（19・７～20・

６）に404件の税務調査の事前通知があり、このうち「納税者のみに通知があった」件数は21件（5.2％）だっ

た。事前通知がなかった無予告調査件数28件（6.5％）のうち「税務調査が速やかに開始されたもの」が24件

（85.7％）だった。 

 回答のあった調査件数432件の内訳は、「法人税（消費税含む）」が325件と約75％を占め、「所得税（同）」

が63件、「相続税（含む贈与税）」が35件、「その他国税」が９件。 

調査内容は、「帳簿・証憑」が337件（78.0％）で大半を占めているが、他の調査内容については、(1)「現

金・預金」（36.6％）、(2) 「机・書庫・金庫」（8.6％）、(3)「パソコン等」（7.9％）などの順に多く

なっている。 

 税務調査のうち、着手から終了までの期間は、432件中、「３ヵ月以内」で終了したものが296件で68.5％を

占めて最も多く、「３ヵ月超～５ヵ月以内」が90件で20.8％、「６ヵ月以上」が38件で8.8％となっている。 

また、調査件数432件のうち、「申告是認」は91件（22.1％）、「修正申告」は316件（76.9％）、「更正」は

４件（1.0％）。「修正申告」のうち、６件が「不満だった」。「更正」のうち、不服申立てをしたものはな

い。 修正申告・更正251件のうち、「重加算税処分あり」は51件（20.3％）だった。 


